
 

公益財団法人 自然農法国際研究開発センター 

認証部 

認証継続を示す英文証明書の発行について 

 

近年、食のグローバル化、海外における日本食の評価の高まりなどを背景に、有機 JAS

格付品の輸出に関する問い合わせも大変多くなっております。当センターでも、認証事業

者からの要望にお応えし、認証継続を示す英文証明書を発行することとしました。 

 有機食品の輸出を検討されている方は、本手続きをご確認の上、申請を行ってください。 

 

1.発行する英文証明書の種類 

■認証継続を示す英文証明書 

 

2.申請手数料 

 ■5,５00 円/通 

 ■2,２00 円/通（注１） 

注1. 有機加工食品の生産行程管理者を対象に、希望する事業者に英文証明書の裏面に認証品目を記載して

発行します。希望する事業者は、別紙 2 の「認証品目一覧記載申請用紙」に必要事項を記載して提出

してください。 

3.申請書類 

 ■認証継続を示す英文証明書発行申請書（別紙 1） 

 ■認証品目一覧記載申請用紙（別紙２） 
※ 別紙１及び別紙２ともにワードファイルに必要事項を記入の上、E-mail（ninshou@ml.infrc.or.jp）

宛に提出してください。 

4.英文証明書の発行の流れ 
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認証事業者  認証部 

英文証明書発行申請（別紙１） 

認証品目一覧記載申請用紙（別紙２） 
 

（申請書類作成・送付） 

 認証継続を示す英文証明書発行申請書 

⇒ 
発行申請書の受信 

記載内容確認後、確認用英文証明書（注２）の作成 

確認用英文証明書の確認 

（注２） 
← 

手数料請求書（納品書含む）及び 

確認用英文証明書の送付 

確認結果の報告 

手数料支払い 
⇒ 

手数料入金確認（注３） 

報告内容を反映後、 

英文証明書に理事長署名及び公印捺印 

受 領 ← 英文証明書の発行 

注1. 発行申請書を受領してから英文証明書の発行までの期間は、事業者における「確認用英文証明書」の確

認期間を除き概ね２週間です。 

注2. 発行する英文証明書の記載内容の確認のため、理事長署名及び公印を捺印していない英文証明書を送付

しますので、記載内容を確認して間違いないか報告してください。 

注3. 手数料入金の確認ができない場合は、英文証明書を発行できません。 

以 上  


